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※立ち合い、

慎重工事中に

遺跡が発見さ

れた場合は調

査を実施 

「埋蔵文化財届出・通知」の提出 
※発掘着手 60 日前までに提出 
文化財保護法第 93 条第 1 項(民間) 
文化財保護法第 94 条第 1 項(国の機関等)  

要綱第 3 条による指導対象地に該当 

(1)法第 93 条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地内の土地 
(2)敷地面積 1,000 ㎡以上の土地 
(3)周知の埋蔵文化財包蔵地又は遺跡が発見された土地に近

接(100m 以内)している土地 
(4)現在の社寺及び江戸時代までに寺社が存在した土地 

発掘調査実施のための準備 
◎発掘調査を委託する会社の選定(事業者様で行ってください) 
◎事業者様、墨田区教育委員会、発掘調査委託会社の間で協定を締結 

   

「遺跡発見の届出・通知」の提出 
文化財保護法第 96 条第 1 項(民間) 
文化財保護法第 97 条第 1 項(国の機関等) 

書類の提出（試掘希望日の 1 月前までに） 
□試掘調査依頼書・・・1 部 
□承諾書・・・・・・・1 部※ 
□新築建物の図面・・・1 部 
□既存建物の図面・・・1 部 

※試掘調査依頼者と土地所有者が異なる場合に提出 

工   事   着   工 

整理作業・報告書作成・刊行等 

 
◎各手続きには、一定の時間がかかりますので、御了承ください。 
◎詳細は、問合せ先へ御連絡ください。 
 
  

成果の公開・活用へ 

開発計画地に関する埋蔵文化財の照会 (来庁・ FA X・電話 ) 

令和 4 年 10 月 

問合せ先 
墨田区教育委員会事務局地域教育支援課文化財担当 

TEL 03-5608-6310(直通) 
FAX 03-5608-6411 

 

記録保存のための発掘調査実施・完了 

「周知の埋蔵文化財の包蔵地」に該当 該当地ではない 
◎ 窓口で「該当なし」「対象地ではな

い」等の回答を受けた場合、照会の時

点では「周知の埋蔵文化財包蔵地」、

及び「区の要綱の対象地」に該当しな

いという意味であり、遺跡がないとい

うことではありません。 
◎ したがって、工事中に遺跡が発見さ

れることがあります。その場合、現状

を変更せず（工事を一旦中止して）墨

田区教育委員会へ必ず御連絡くださ

い（文化財保護法第 96・97 条）。 
◎ 遺跡かどうか判断できない場合は、

教育委員会が確認しますので、必ず御

連絡ください。 

遺跡あり 

東京都教育委員会から通知 試掘の実施 
詳細は、別紙「試掘の手引き」をお読みください。 

東京都教育委員会から次のうちいずれか通知 

発掘調査 

慎重工事 立ち会い 遺跡なし 試掘・確認 
調査 発掘調査 

慎重工事 立ち会い 

遺跡あり 遺跡なし 

※立ち合い、

慎重工事中に

遺跡が発見さ

れた場合は調

査を実施 

 

※遺跡の不時発見の場合 


